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ʮ歴史的風致維持向上計画の認定ঢ়گʯ

検 索歴史まちづくり
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◎歴史まちづくり法問合せ先 各省庁ホームページ
【参考情報】

「歴まち」情報サイト
ʢࠃ౔ަ௨লࠃ౔ٕज़੓ࡦ૯߹ڀݚॴʣ

ҎԼの΢ΣϒαΠτͰ֤認定౎市のऔり૊Έ
なͲを঺հしていま͢、
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城跡（史跡）城跡（史跡）

国͕ࡦఆ͢る

※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」
　又は「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

஍の֗ࢢ

歴史まちづくりを進める重点区域
城跡（史跡）周辺の重点区域
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都市公園事業における
城の復原整備

歴史的建造物（住宅）
や土塀の修景

ソフト事業（伝統的な
祭礼への活動支援）

歴史的風致形成建造物
（神社）の修理

ソフト事業（伝統的な
祭礼の担い手育成）

歴史まちづくり計画のイメージ
○歴史・文化を活かしたまちづくりを進めるため、核となる国指定文化財とそれと一体となっ
て歴史的風致を形成する周辺市街地を重点区域に設定。
○景観施策とも連携しながら、計画期間（概ね５～１０年）中のハード・ソフト両面の取組を
位置付け。

（国が作成）基本方針
（第12条～第21条）

歴史的風致形成建造物

（第11条、第22条～第30条）
法律上の特例措置

認定歴史的風致維持向上計画

各事業による重点的な支援

歴史的風致維持向上計画

【 重点区域※ 】

（市町村が作成）

国による認定

核となる文化財と一体となって歴史的風
致を形成する周辺市街地により設定

●文部科学大臣
●農林水産大臣
●国土交通大臣

（例）歴史的建造物の
　　修理・買取

（例）都市公園内の城跡の
　　復原

○補助対象拡大・国費率嵩上げ
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